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神栖市社協は、判断力が低下した方の権利と財産を守る”成年後見制度”の相談窓口として、その活用方法や

申立ての「相談支援」、「法人後見受任事業」と、自分一人では福祉サービスの利用や金銭管理に不安がある方

を対象とした「日常生活自立支援事業」の三本立てで、安心した暮らしをサポートします。　　　　　　　　　

認知症や知的障害、精神障害などにより生活上の判断に

不安のある方との契約によって、福祉サービスの利用に関

する相談や手続き、日常生活に必要な支払い援助を社協の

職員が行います。通帳や書類のお預かりもできます。　　

〇費用（相談は無料です）　　　　　　　　　　　　　　

・福祉サービス利用手続きや払い戻し支援：1時間1,100円

・通帳等預かりサービス：1ヶ月500円

認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十

分でなくなった方の権利を守る援助者となる成年後見人等

(成年後見人･保佐人･補助人)を家庭裁判所に選んでもらい

本人を法律的に支援する制度です。　　　

神栖市社協では、社会福祉士が成年後見制度について、

お問合せや、制度利用の手続き等のご相談に応じます。

〇費用：ご相談は無料です。

家庭裁判所から神栖市社協が成年後見人等に選任された

場合、介護施設や福祉サービス等の契約、医療機関での治

療契約（医療行為の同意は除く）、年金や生活保護費の保

全によるサポートをします。　　　　　　　　　　　　　

※神栖市社協の法人後見の対象は、神栖市内に居住し、資

力に乏しく、適切な後見人等が見つけられない方等です。

〇費用：本人に支払える範囲で裁判所が決めます。　　　

こんなことで困っていませんか？ 日常生活自立支援事業とは（茨城県社協受託事業）

法人後見受任事業とは

成年後見制度とは

・一人暮らしをしながら地域の作業所

に通っているが、生活に充てるお金を、何

にいくら使うか、考えて使うのが苦手。　　　

・最近、預金通帳を片付けたつ

もりが、どこに置いたか忘れて

しまうことが増えてきた。　　

・ヘルパーさんを利用するための契約手続き

が不安、どの事業所にするか決められない。　

・認知症の母の年金を引き出そう

としたら、銀行で「成年後見人を

つけてください。」と言われた。

・認知症のある方の施設入所申し込みを

してくれる身内がいない。　　　　　　　　

・住まいが遠方のため、施設入所している知

的障害のある家族の生活状況やサービス利用

料の確認ができない。　　　　　　　　　　

整形外科・内 科
精神科・心療内科

もの忘れ・認知症外来・児童精神

認知症リハビリテーション

各種メンタルケアのご相談

■かみす社協ニュースは皆様から寄せられた会費を使用して発行しています

５月24日(金)
午後７時～午後９時

保健･福祉会館２階 研修室
参加費：無料

「いつかは聞きたい！」が身近に気軽に聞ける勉強会

「身近な法律家 司法書士の仕事とは」

複数の金融業者からの借金により返済が困難となった多重債務の整理や、遺産の家族間

での財産分与手続きがまとまらないといった問題に、誰しもが直面する可能性があります。　　　　　　　　

困っている状況から抜け出すには、ひとりだけで何とかしようとせず周囲の人たちや専門

家に相談することが大切です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今回の勉強会では、生活の中での幅広い手続きを通じて｢権利と財産｣を守ってくれる

司法書士を講師にお招きし、寄せられる相談の中から多重債務や相続トラブルについての

相談の流れや解決法についてお話いただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類作成や登記手続きなど、本人を代理して行うことを主な業務と

する法律の知識・手続きに長けた専門家です。さらに所定の研修を受講し、簡裁訴訟代理等能力認定考査に

合格した法務大臣認定司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件の対応をすることができます。　　　　　

地域の相談窓口のひとつである司法書士の仕事について学びながら、困ったときに迷わないよう、事前に必

要な知識を備えませんか。どなたでもお気軽にご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現在、各地区の区長さんはじめ班長・組長さんのご協力により、各世帯に社協一般

・特別会員のご加入をお願いしています(会費額:一般会費1,000円以上、特別会費

2,000円以上、いずれも年額)。地区未加入の方にも、社協窓口または銀行振込に

よるご加入をご案内しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会費は、成年後見制度に関する事業を行う福祉後見サポートセンターかみすの運営

や精神障害者の地域生活支援事業、発達障害児の療育に関わる保育士、幼稚園・小学

校教諭を対象とした研修会開催、学校・企業での福祉教育出前講座等、神栖市社協が

実施する各種福祉事業に使わせていただいております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ぜひ社協会員としてご加入いただき、神栖市の地域福祉向上にご協力ください。　　　　　　　　　　　　

地区に加入されている方

各地区を通じて会員を募集しています。募集時期は、お住まいの地区によって異なります。　　　　　　　

一年を通じて最寄りの社協窓口でご加入の受付をしておりますので、ご協力をお願いいたします。窓口へお

越しになれない場合は銀行振込によるご加入をご案内させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご加入窓口 神栖本所:神栖市保健･福祉会館２階 電話:0299-93-0294(担当:名雪)

波崎支所:神栖市はさき福祉センター１階 電話:0479-48-0294(担当:篠塚）



神栖法律事務所

神栖法律事務所
茨城県弁護士会所属

弁護士安重 洋介

弁護士宇都宮 諒
〒 神栖市神栖 号
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利用するには 会員登録が必要です。

○利用会員：市内にお住まいで、お手伝いの必要な高齢者や障害者世帯等。

○協力会員：うぃるかみすの趣旨を理解し、ご協力いただける方(資格等は必要ありません)。

年会費 利用会員・協力会員ともに年会費1,000円

利用料金 ○午前９時から午後５時 700円/時間 ※利用毎に別途交通費200円が発生します。日曜・

○その他の時間帯 800円/時間 祝祭日及び年末年始は休みです。

サービス内容 ・買い物の代行、掃除、洗濯、話相手 ※協力会員の自動車に利用会員を乗せ移動すること

・外出時の付き添い(通院や買い物) はできません。また、原則、介

・庭木のせん定、草取り、日曜大工 護保険等の制度利用が優先です。　　　　　　

うぃるかみすを利用しませんか？
うぃるかみすは高齢者･障害者世帯等で「ちょっと誰かに手伝ってほしい」という“利用会員”と掃除や買い

物、外出時の支援などをする“協力会員”による会員制の住民参加型有償在宅福祉サービスです。　　　　　

地域の皆さんの協力により、誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう援助しています。

当事者グループに
おじゃましました 『介護者の会 わかば』

介護者の会 わかば

開催日時

参 加 費

会 場

参加人数

代 表

10名前後 参加は自由です

立谷和子さん

なし

保健・福祉会館内

平成11年4月設 立 日

設立20年を迎えた“介護者の会 わかば”は「家族を介護している

人たちが集い、情報交換や思いを共有できる場が欲しい」という思い

から生まれました。毎月の会合では、情報交換の他に、参加者で軽食

を作り食べながら交流をするカフェわかばの開催やレクリエーショ

ン、近隣の高齢者施設の見学などを行っています。　　　　　　　　

　「設立当初は介護に関する情報が少なく、わかばでのやりとりが

貴重でした。ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談や情報

収集ができる窓口が増えた今でも、わかばは介護者同士で気持ちを伝

え合う時間をこれからも大切にしながら、活動を継続したいと思って

います」と代表の立谷さんが話してくれました。　　　　　　　　　

当事者グループとは、同じ悩みや生活課題などを抱える人や、その

家族同士の集いです。思いを共有できる人たちが日頃の不安や悩みを

話すことで孤立感解消や安心感につながり、気持ちにゆとりが生まれ

ます。このシリーズは、市内の当事者グループを紹介していきます。

仲間の思いに耳を傾けます

開催！5月のわくわくサロン

☆寄付金預託☆ 合計301,843円

たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました

☆物品預託☆

神栖市立中央図書館(未使用切手) 350円

菅佐原石油店

匿名4件

神栖アウトドアクラブ

㈱ティーエムエアー

天王勇

三菱ケミカル㈱茨城事業所

ダイヤリックス㈱鹿島支社

鹿島石油㈱鹿島製油所

㈱ティーエムエアー

梶山正子

神栖法律事務所弁護士安重洋介

三菱ガス化学㈱鹿島工場

樋口義則

匿名 389円

匿名2件

梶山正子

関東グレーンターミナル㈱

神栖市立中央図書館

菅佐原石油店

樋口義則

林万喜子

灯譜美会

大勝建設㈱

太陽肥料㈱

伊勢田浩子

匿名7件

樋口義則

金島時枝（ボールペン多数）

きぼうの家のぞみ会 28,991円

JFE条鋼㈱鹿島製造所 270,000円
(高齢者擬似体験教材一式)

波崎高校 家庭部 63円

社協波崎支所窓口募金箱 1,530円

匿名(未使用ハガキ) 520円

匿名1件

三国屋建設㈱

うずも保育所

鹿島サンケン㈱

㈲フレンドリー

菅佐原石油店

三国屋建設㈱

伊勢田浩子

サタデーズ

カーブス神栖（日用雑貨多数）

㈱ティーエムエアー（有機肥料30㎏）

丸忠商事㈱（タオル480枚）

匿名2件（タオル44枚、五月人形）

3月18日(月)、JFE条鋼㈱鹿島製造所様より

270,000円(高齢者擬似体験教材一式)の

寄付をいただきました。　　　　　　　　　

同製造所長中村宗二様(写真左)へ、社協石田

会長(写真右)から善意の証が贈られました。

匿名6件

中村貴彦ダイヤリックス㈱鹿島支社

鹿島石油㈱鹿島製油所

波崎スイミングクラブ会員

㈱ティーエムエアー

㈲フレンドリー

三国屋建設㈱

波崎一中

“使用済切手”をお持ちいただく際には

使用済切手は茨城県社協に集められ、専門業者が買い取り、そのお金が茨城県ボラ

ンティア基金に積み立てられ、県内のボランティア活動支援に活用されています。　　　　　　　　　　　　

お持ちいただく際には、切手の周りを５㎜～１㎝程度残して切り取ってください。　　　　　　　　　　　

切手の目打ち（ギザギザ部分）には切り込みをいれないようご注意ください。枚数が

多い場合には重さから枚数を割り出しますので、数えずにそのままお持ちください。　　　　　　　　　　　

利用会員 白田 さん

創業８５年

幸武ホーム


